
令和８年度１０月入札契約制度の改正について 

 

令和８年３月１６日 

 

適切な価格転嫁及びダンピング受注の防止対策として，次のとおり物品製造の請負（印刷

や車両など）に低入札価格調査及び最低制限価格制度を導入します。 

なお，令和８年１０月１日以降に公告等を行う契約を対象とします。 

 

１ 最低制限価格制度 

対象の入札において，最低制限価格未満の場合は，失格とします。 

① 対象 

 物品製造の請負における 

許容価格が４００万円超４，０００万円（※注）未満の入札 

② 最低制限価格 

許容価格の３分の２ 

 

２ 低入札価格調査制度 

対象の入札において，低入札価格調査基準価格未満の場合は，調査により落札者とする

か否かを決定します。 

① 対象 

 物品製造の請負における 

許容価格が４，０００万円（※注）以上の入札 

② 低入札価格調査基準価格 

許容価格の７５％ 

③ 調査 

適正な履行がなされるか否かについて，書類審査，聞き取り等による調査を行う。 

④ 失格の場合 

次順位者を落札候補者とする。 

 

※注 令和８年４月から令和１０年３月までの間に契約する場合は，４，０００万円です

が，この基準額は２年ごとに見直しが行われます。 
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